
第 ６ 期 介 護 保 険 制 度 の 見 直 し に つ い て  

 

         質 問 者  大  坪  国  広  

 

厚 労 省 は 、 要 支 援 の 高 齢 者 を 介 護 保 険 給 付

か ら 外 し 、 市 町 村 の 地 域 支 援 事 業 に 移 行 す る

方 針 を 打 ち 出 し た 。 要 支 援 者 の 実 情 は 、 単 身

高 齢 者 や 高 齢 夫 婦 が 自 宅 で か ろ う じ て 生 活 で

き る 方 々 で 、 町 で も ２ ５ 年 ８ 月 現 在 ２ ９ ５ 名

で あ る 。次 の ３ 点 に つ い て 町 長 の 所 見 を 伺 う 。

① 要 支 援 外 し と 利 用 料 ２ 割 負 担 と す る 国 の 制

度 改 悪 に 反 対 す る べ き 。 ② 介 護 保 険 料 、 利 用

料 の 独 自 軽 減 策 を 検 討 す べ き 。 ③ 在 宅 で 寝 た

き り の 高 齢 者 の 支 援 策 を 検 討 す べ き 。  


